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次第 

 

１ 開会 

 

２ 主催者あいさつ 

 

３ 講演 

 ⑴ 講師紹介 

 ⑵ 講演 

 ⑶ 質疑応答 

  

 休憩 

 

６ パネルディスカッション 

 ⑴ パネリスト紹介 

 ⑵ コーディネーター紹介 

 ⑶ パネルディスカッション 

 ⑷ 質疑応答、まとめ 

  

７ 閉会 

 

 

 

 

参考 

○苫小牧市市民自治基本条例 

平成 18 年 12 月 21 日 

条例第 39 条 

（住民投票） 

第６条 市は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、別に条例で

定めるところにより、住民投票を行うことができる。 

２ 市は、前項の住民投票の結果を尊重するものとする。 
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2009 年 9 月 13 日 苫小牧市 市民参加フォーラム 

市民自治のまちづくりと住民投票制度のあり方 

神原 勝（北海学園大学法学部教授） 

はじめに 

     総合型自治基本条例（基本条例+関連条例）をめざして 

     住民投票条例はその基幹的な条例のひとつである 

     以下、1～3 は簡単に、４を重点にお話しします 

 

1  住民投票と私の体験 

・東京の区長準公選運動（1967 年～1972 年）→条例による全国初の住民投票の実施→区

長公選制の復活（1974 年地方自治法改正） 

・論点→①区長準公選は条例制定事項でないとして条例制定の直接請求を拒否（自治省） 

   ②住民投票は議会制民主主義に反する（投票結果が議会の意思を制約する） 

   ③「基づく」条例から「尊重する」条例への変更 

 *判決→請求拒否は違法、「基づく」条例も明白に違法とはいえない 

 

2 住民投票、苦難の道 

 ・法制度では「お願い」（直接請求・請願など）と「首切り」（解職請求）という両極端 

     日常的な市民参加（今でこそ市民参加条例が制定されるようになったが） 

 ・ことごとく否決された直接請求の住民投票条例案（約 60 件） 

    （原発建設・開発と環境・基地跡地・学校統廃合・市町村合併・廃棄物処理など）

＊北海道も原発住民投票条例で 90 万の道民が署名 

 ・制度化したが実施されていない住民投票条例 

    （高知県窪川町（原発問題）・米子市（中海淡水化問題）・三重県南島町（原発）・

串間市（原発）・宮城県川崎町（舟券売り場）・高知県日高村（産廃）） 

 ・論点→①消極派の主張 

      ・日本の自治体は代表制民主主義で運営（議会の形骸化、長の責任回避） 

      ・住民投票に法的効果がない 

      ・住民投票になじまないものがある 

      ・情報次第で結果が住民の意思とかい離することがある 

     ②賛成派の主張 

      ・直接民主主義を否定していない（議会に替わる町村総会の制度がある） 

      ・住民の意思が反映できる、住民自治が実現できる 

      ・地方自治への関心が高まる 

・表現の緩和→「基づく」条例でなく「尊重する」条例 
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3 巻町と沖縄県の試み 

・1995 年の住民投票革命（政策諮問型住民投票） 

    巻町→原子力発電所建設の是非  沖縄県→基地の整理・縮小の是非 

 ・それ以降、住民投票を肯定する流れ 

    実際に行われたことの意義、重さ 

    地方分権時代の幕開け（重要な意思決定から住民を排除できない） 

    その後各地で政策市民型の住民投票が行われる（さらに市町村合併で数百実施） 

 ・この前後、自治体間関係団体、政府関係機関も検討すべきと表明→全国知事会、24 次

地制調、地方分権改革推進員会など 

 ・2000 年代になって自治基本条例に住民投票を規定するまでになる 

 ・ヨーロッパ地方自治憲章→議会制民主主義でも住民投票を容認 

 

4 住民投票の制度設計 

 ・自治体の重要問題について住民投票を行い、その結果を尊重して自治体としての意思

決定を行うことは地方自治の仕組みとして肯定的に評価されるようになった→苫小牧

市自治基本条例（他の自治体とほぼ同じ規定） 

第 6 条 市（定義=議会及び市長その他の執行機関）は、市政の重要な課題に関す

る市民の意思を直接確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票

を行うことができる。 

2 市は、前項の住民投票の結果を尊重するものとする。 

 ・そこから先をどう考えるか（どういう制度として条例化するか） 

    論点①なぜ住民投票は必要か（この問題はクリアされた） 

      ②住民投票の発議をできるのは誰か（市長、議会・議員、住民） 

      ③どのように実施することを決定するか（発議の要件を満たせば、自動的に

住民投票を実施するのか、議会や長が最終判断するのか） 

④どんなことを住民投票の対象にするか（ネガティブリスト、ポジティブリ

ストを設けるか） 

⑤即座に住民投票を行うのか（アメリカの間接的イニシアティブなど） 

⑥住民投票の有権者を誰にするか（発議権とも関係する。20 歳以上の市民以

外の者の位置づけ） 

      ⑦住民投票の結果を自治体の最終的な意思決定とするか、あるいは尊重規定

か（議会や長との関係をどう考えればよいか） 

      ⑧投票率に関係なく開票し結果を公表するか 

      ⑨ポピュリズムに陥らない工夫 

      ⑩選挙と同時に実施できるか 

⑪住民投票に要する費用は想定済みか（民主主義のコスト） 
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⑫常設型がよいか個別型がよいか 

 

・アメリカの直接民主主義制度を参考に考えてみる 

（1）イ二シアティブ（直接発案、市民発案などと訳す） 

（憲法・憲章・法律・条例等の制定改廃の提案を有権者に認めるものであり、

その提案の採択・不採択を有権者の投票で決める。議会に依存しないで立法す

る→市民立法）   ＊日本にこの制度はない（条例制定の直接請求は異なる） 

① 直接イニシアティブ 

有権者が提案（5～8％）→投票（評決）→成立・不成立 

        ＊多数決（ただし有権者総数の 30％、35％以上の州もある） 

② 間接イニシアティブ 

有権者が提案→議会が可決すれば成立 

       議会が否決→有権者の投票→成立・不成立 

 ＊議会が代替案を作成して投票に付す場合もある 

（2）レフェレンダム（直接表決、住民投票などと訳す） 

     （議会が提案した憲法・憲章・法律・条例等の制定改廃の可否を有権者の投票

で決める）   ＊日本では憲法改正、特別法の住民投票 

① 強制的（義務的）レフェレンダム 

憲法・憲章の修正、公債の発行、超過課税、境界変更などの問題で、必ず

有権者の承認を得なければならない仕組みになっている 

② 任意的（諮問的）レフェレンダム 

住民投票に付す事項は議会の裁量に任されているもの。激しい論争の的にな

っている場合、議会があからさまに立場を表明することをはばかる場合など

のとき住民の意思を問う（例:競馬事業の許可、アルコール飲料販売の場所、

再開発マスタープランなど多数） 

 ＊多くの場合議会を拘束すると定めているが、諮問にとどまる場合もある

（今日では最終決定あるいは拘束的なものとみなすようになってきている） 

     ③ 抗議的（請願）レフェレンダム 

      議会が制定した法律・条例の発効を阻止するため手段として使われる。法律

等が発効するまでの一定期間内に有権者の発議があれば投票に付される（議

会で特別多数決で採択された緊急議案、あるいは課税率、予算、公共事業計

画などを除外する場合が多い） 

 

おわりに 

     硬い住民投票条例か柔らかい住民投票条例か 
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資料① 

○川崎市住民投票条例 

平成 20 年 6 月 24 日 

条例第 26 号  

(目的 ) 

第 1 条 この条例は、市政に係る重要事項について、住民 (川崎市自治基本条

例 (平成 16 年川崎市条例第 60 号)第 31 条第 1 項に規定する住民をいう。以

下同じ。)に直接意思を確認するための住民投票に係る基本的事項を定める

ことにより、住民の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資す

ることを目的とする。 

 

(市政に係る重要事項 ) 

第 2 条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項 (以下「重要事

項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与

える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の

間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直

接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は議会若しくは

市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて

住民に直接その賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が

認められるものでなければならない。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。 

(1) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項 

(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住

民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項 

(3) 専ら特定の地域に関する事項 

(4) 市民 (川崎市自治基本条例第 3 条第 1 号に規定する市民をいう。以下同

じ。 )が納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項 

(5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項 

 

(投票資格者) 

第 3 条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。 )は、本

市の区域内に住所を有する年齢満 18 年以上の者であって、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

(1) 本市に住民票が作成された日 (他の市町村 (特別区を含む。以下同じ。 )

から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和 42年法律第 81
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号)第 22 条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日 )

から引き続き 3 箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者  

(2) 本市の外国人登録原票 (以下「登録原票」という。 )に登録された日 (他

の市町村から本市の区域内に居住地を変更した者で外国人登録法 (昭和 27

年法律第 125 号)第 8 条第 1 項の申請に基づく同条第 6 項の居住地変更の登

録を受けたものについては、当該申請の日 )から引き続き 3 箇月以上本市の

登録原票に登録されている者であって、日本国との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成 3年法律第 71 号)

に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法 (昭和 26 年政令第 319

号)別表第 1 若しくは別表第 2 に規定する在留資格をもって在留し、かつ、

本邦において登録原票に登録された日から引き続き 3 年を超えて登録原票

に登録されているもの (同表の永住者の在留資格をもって在留する者にあ

っては、 3 年を超えて登録原票に登録されていることを要しない。 ) 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票

の投票権を有しない。 

(1) 公職選挙法 (昭和 25 年法律第 100 号)第 11 条第 1 項若しくは第 252 条、

政治資金規正法 (昭和 23 年法律第 194 号)第 28 条又は地方公共団体の議会

の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の

特例に関する法律(平成 13 年法律第 147 号)第 17 条第 1 項から第 3 項まで

の規定 (以下「選挙法規定」という。 )により選挙権を有しない者  

(2) 前項第 1 号の規定に該当する年齢満 18年以上 20年未満の者及び同項第

2 号の規定に該当する者を公職選挙法第 9 条に規定する選挙権を有する者

とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者  

 

(発議又は請求 ) 

第 4 条 投票資格者は、その総数の 10 分の 1 以上の者の連署をもって、住民

投票を発議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することが

できる。 

2 議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、その実施を請求する

ことができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の

定数の 12 分の 1 以上の者の賛成がなければならない。 

3 市長は、自ら住民投票を発議することができる。 

4 前 3 項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合に

おいては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、

当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認

められる事項について、住民投票を発議することができない。 
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(発議又は請求の形式 ) 

第 5条 前条第 1項から第 3項までの規定による発議又は請求に当たっては、

住民投票に付そうとする事項について賛成又は反対を問う形式により行わ

なければならない。 

 

(代表者証明書の交付等) 

第 6 条 第 4 条第 1 項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「代

表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に

付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書 (以下「実施請求書」

という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式

に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの

証明書 (以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。  

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求

書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び

前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であること

を確認したときは、速やかに代表者に代表者証明書を交付するとともに、

その旨を告示しなければならない。 

3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第 1 項の規定

による申請の日現在の投票資格者の総数の 10 分の 1 の数(以下「必要署名

者数」という。 )を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。 

 

(署名等の収集 ) 

第 7 条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿 (以下「署名簿」という。)

に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票

資格者に対し、規則  で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すこ

とに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同

じ。 )を求めなければならない。 

2 署名簿は、区ごとに作製しなければならない。 

3 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、神奈川県の議会の議

員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」と

いう。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第

16 号)第 92 条第 5 項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内において

は署名等を求めることができない。 

4 署名等は、前条第 2 項の規定による告示の日から 2 箇月以内でなければ求

めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることがで
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きないこととなった区域内においては、その期間は、同項の規定により署

名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第 2 項の規定

による告示の日から 62 日以内とする。 

 

(署名簿の提出等) 

第 8 条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、

代表者は、前条第 4 項に規定する期間の満了の日 (同項ただし書の規定が適

用される場合には、市の区域の全部について同項に規定する期間が満了す

る日をいう。 )の翌日から 5 日以内にすべての署名簿 (署名簿が 2 冊以上に

分かれているときは、これらを一括したもの )を市長に提出し、署名簿に署

名等をした者が、次条第 1 項に規定する審査名簿に登録されている者であ

ることの証明を求めなければならない。 

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に

署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、

又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなけれ

ばならない。 

 

(審査名簿の調製 ) 

第 9 条 市長は、前条第 1 項の規定による署名簿の提出を受けた場合におい

ては、同条第 2 項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところ

により、審査名簿 (第 6 条第 2 項の規定による代表者証明書の交付の日現在

の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならな

い。 

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めると

ころにより、その日の翌日から 5 日間、投票資格者からの申出に応じ、審

査名簿の抄本 (当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。 )を

閲覧させなければならない。 

3 第 1 項の規定による登録に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期

間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。 

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出

を受けた日から 7 日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定し

なければならない。この場合において、その申出を正当であると決定した

ときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査

名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当で

ないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならな

い。 
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5 市長は、第 1 項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に

審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないこと

を知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。 

 

(署名等の審査 ) 

第 10 条 市長は、第 8 条第 1 項の規定により署名等の証明を求められたとき

は、その日から 60 日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録され

ている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明し

なければならない。 

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から 7

日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内

に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。 

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議

の申出を受けた日から 14 日以内にその異議の申出が正当であるかないか

を決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると

決定したときは、速やかに第 1 項の規定による証明を修正し、その旨を申

出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速や

かにその旨を申出人に通知しなければならない。 

5 市長は、第 2 項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、

又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨

及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなけ

ればならない。 

 

(議会への協議 ) 

第 11 条 市長は、第 4 条第 1 項の規定による請求を受けたとき、又は同条第

3 項の規定により自ら発議するときは、住民投票の実施について、速やか

に議会に協議を求めなければならない。 

 

(住民投票の実施 ) 

第 12 条 市長は、第 4 条第 2 項の規定による請求を受けたとき、又は前条に

規定する協議を経たときは、住民投票を実施するものとする。ただし、当

該協議の結果、議会の議員の 3 分の 2 以上の者の反対があるときは、この

限りでない。 
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2 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者に

通知し、その旨を告示しなければならない。同項ただし書の規定により住

民投票を実施しないときも同様とする。 

3 市長は、前項前段の規定による告示の日から 60 日を経過した日後初めて

行われる市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民

投票の期日とするものとする。 

4 前項の規定にかかわらず、住民投票に付されている事項 (以下「付議事項」

という。)の緊急性その他の理由により同項に規定する選挙の期日と同じ日

を住民投票の期日とすることが困難であると市長が特に認めるときは、当

該選挙の期日と異なる日を住民投票の期日とすることができる。 

5 市長は、住民投票の期日の少なくとも 9 日前までにその期日を告示しなけ

ればならない。 

6 前項の規定による告示の日以後、市長が特に必要と認めるときは、住民投

票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかに

その旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも 5 日前までにその

期日を告示しなければならない。 

 

(情報の提供 ) 

第 13 条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、付議事項に係る市

が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提

供を行うものとする。 

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めな

ければならない。 

 

(住民投票運動 ) 

第 14条 第 17条に規定する投票管理者及び第 24条に規定する開票管理者は、

在職中、その関係区域内において、付議事項に対し賛成又は反対の投票を

し、又はしないよう勧誘する行為 (以下「住民投票運動」という。 )をする

ことができない。 

2 第 21条第 2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、

その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。 

3 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号)第 180 条の 2 の規定により市長の権限

に属する住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会及び区選挙

管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができな

い。 
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4 第 12 条第 2 項前段の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の

期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の

日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、

当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、当該住民投票に

係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補

者(候補者届出政党 (公職選挙法第 86条第 1 項又は第 8項の規定による届出

をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第 86

条の 2 第 1 項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は

参議院名簿届出政党等(同法第 86 条の 3 第 1 項の規定による届出をした政

党その他の政治団体をいう。 )を含む。 )がする選挙運動 (同法第 13 章の規

定に違反するものを除く。 )又は同法第 14 章の 3 の規定により政治活動を

行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動 (同章の規定に違

反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。 

5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干

渉する行為  

(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為  

(3) 公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為  

 

(投票資格者名簿の調製 ) 

第 15 条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿 (第 12 条第 5

項の規定による告示の日の前日 (同条第 6 項の規定により住民投票の期日

を変更する場合にあっては、市長が別に定める日 )現在(投票資格者の年齢

については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以

下同じ。 )を調製しなければならない。 

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければ

ならない。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の

期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合にあっては、

公職選挙法第 19 条に規定する選挙人名簿 (以下「選挙人名簿」という。 )

に登録されている者に係る投票資格者名簿は、当該選挙人名簿をもってこ

れに代えることができる。 

4 市長は、第 1 項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で

定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。 )からの

申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本 (当該申出
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を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならな

い。 

5 第 1 項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に文

書をもって市長に異議を申し出ることができる。 

6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出

を受けた日から 7 日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定し

なければならない。この場合において、その申出を正当であると決定した

ときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又

は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その

申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しな

ければならない。 

7 市長は、第 1 項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製

の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投

票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合

には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。 

 

(投票区及び投票所) 

第 16条 投票区及び投票所(第 21条第 1項に規定する期日前投票の投票所を

含む。 )は、規則で定めるところにより、設ける。 

 

(投票管理者及び投票立会人) 

第 17 条 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する投票所に投票

管理者及び投票立会人を置く。 

 

(投票資格者名簿の登録と投票 ) 

第 18条 投票資格者名簿 (第 15条第 3項の規定により選挙人名簿をもって投

票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿を含む。以下同じ。)

に登録されていない者は、投票をすることができない。 

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録される

ことができない者であるときは、投票をすることができない。 

 

(投票資格者でない者の投票 ) 

第 19条 住民投票の当日 (第 21条第 1項に規定する期日前投票の投票にあっ

ては、当該投票の当日 )、投票資格者でない者は、投票をすることができな

い。 
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(投票の方法 ) 

第 20 条 住民投票の投票は、付議事項ごとに、 1 人 1 票に限る。 

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票

の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なけ

れば、投票をすることができない。 

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、付議事項に賛成するときは投票

用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対

するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、

これを投票箱に入れなければならない。 

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。 

 

(期日前投票等) 

第 21 条 前条第 2 項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところに

より、期日前投票を行うことができる。 

2 前条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるとこ

ろにより、不在者投票を行うことができる。 

3 前条第 3 項及び第 26 条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めると

ころにより、点字による投票を行うことができる。 

4 前条第 3 項及び第 26 条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めると

ころにより、代理投票をさせることができる。 

 

(投票の秘密の保持 ) 

第 22 条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。 

 

(開票区及び開票所) 

第 23 条 開票区は、区の区域による。 

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。 

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。 

 

(開票管理者及び開票立会人) 

第 24 条 市長は、規則で定めるところにより、前条第 2 項に規定する開票所

に開票管理者及び開票立会人を置く。 

 

(投票の効力) 

第 25 条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなけ

ればならない。その決定に当たっては、次条第 2 号の規定にかかわらず、
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投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載

することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された

賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消し

た投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反し

ない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票

を有効とするようにしなければならない。 

 

(無効投票 ) 

第 26 条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 

(1) 所定の用紙を用いないもの 

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの 

(3) ○の記号を自書しないもの 

(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をとも

に記載したもの 

(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを

確認し難いもの 

 

(投票の結果 ) 

第 27 条 市長は、投票の結果が判明したときは、速やかに付議事項に対する

賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の数を代表者又は

議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。 

 

(結果の尊重 ) 

第 28 条 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重する。 

(委任 ) 

第 29 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、

規則で定める。 

附  則  

(施行期日 ) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。 

(必要な措置) 

2 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度

の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、

必要な措置を講ずるものとする。 
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資料② 

○広島市住民投票条例 

平成 15 年 3 月 20 日 

条例第 2 号  

(目的 ) 

第 1 条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項につ

いて、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市

民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図ることを目

的とする。 

 

(住民投票に付することができる重要事項 ) 

第 2 条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項 (以下「重要事

項」という。)は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は

及ぼすおそれのあるもの (次に掲げるものを除く。 )とする。 

(1) 市の機関の権限に属しない事項 

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項 

(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項 

(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項 

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明

らかに認められる事項 

 

(市民、市議会及び市長の責務) 

第 3 条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資

するものとして健全に機能するよう努めなければならない。 

 

(住民投票の投票権を有する者) 

第 4 条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。 )は、次

の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製

する投票資格者名簿に登録されているものとする。 

(1) 年齢満 18 年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る広島市の住

民票が作成された日 (他の市町村から広島市に住所を移した者で住民基

本台帳法 (昭和 42 年法律第 81 号)第 22 条の規定により届出をしたものに

ついては、当該届出をした日 )から引き続き 3 か月以上広島市の住民基本

台帳に記録されているもの 

(2) 年齢満 18 年以上の永住外国人で、外国人登録法 (昭和 27 年法律第 125

号)第 4条第 1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が広
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島市の区域内にあり、かつ、同項の登録の日 (同法第 8 条第 1 項の申請に

基づく同条第 6 項の規定による広島市の区域内への居住地変更の登録を

受けた場合には、当該申請の日 )から引き続き 3 か月以上経過しているも

の 

2 前項第 2 号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 出入国管理及び難民認定法 (昭和 26 年政令第 319 号)別表第 2 の上欄

の永住者の在留資格をもって在留する者  

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法 (平成 3 年法律第 71 号)に定める特別永住者  

3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の広島市には、その区域の全部又は一部が廃置分

合により広島市の区域の一部となった市町村であって、当該廃置分合によ

り消滅した市町村 (その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅し

た市町村の区域の全部又は一部となった市町村であって、当該廃置分合に

より消滅した市町村を含む。 )を含むものとする。 

4 第 1項第 1 号の住民基本台帳に記録されている期間及び同項第 2 号の外国

人登録原票に登録されている期間は、廃置分合又は境界変更のため中断さ

れることがない。 

(平 15 条例 53・一部改正 ) 

 

(市民からの請求による住民投票 ) 

第 5 条 投票資格者は、規則で定めるところにより、前条第 1 項各号に掲げ

る者の総数の 10 分の 1 以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に

対し、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。 

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなけれ

ばならない。 

 

(住民投票の形式 ) 

第 6 条 前条第 1 項に規定する請求による住民投票に係る事項は、二者択一

で賛否を問う形式のものとして請求されたものでなければならない。 

 

(住民投票の実施 ) 

第 7 条 市長は、第 5 条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにそ

の旨を告示しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して 90 日を超えない範囲内

において住民投票の投票の期日 (以下「投票日」という。 )を定め、住民投

票を実施するものとする。 
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(投票所) 

第 8 条 投票所は、この条例による住民投票の直前に実施された衆議院議員

若しくは参議院議員の選挙、広島県の議会の議員若しくは長の選挙又は広

島市の議会の議員若しくは長の選挙において告示された投票所に準じて設

ける。 

 

(投票所においての投票 ) 

第 9 条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。 )は、投

票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投

票をしなければならない。 

 

(期日前投票等) 

第 10 条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期

日前投票又は不在者投票を行うことができる。 

(平 15 条例 53・一部改正 ) 

 

(情報の提供 ) 

第 11 条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を、

市民に対して提供するものとする。 

 

(住民投票の成立要件等) 

第 12 条 住民投票は、1 の事項について投票した者の総数が当該住民投票の

投票資格者数の 2 分の 1 に満たないときは、成立しないものとする。この

場合においては、開票作業その他の作業は行わない。 

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。 

(投票結果等の告示及び通知 ) 

第 13 条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住

民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、

第 5条第 1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。 

(請求の制限期間 ) 

第 14条 この条例による住民投票が実施された場合 (第 12条第 1項の規定に

より住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の

日から 2 年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第 5 条

第 1 項の規定による請求を行うことができない。 

(投票結果の尊重 ) 
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第 15 条 市民、市議会及び市長は、住民投票の投票結果を尊重しなければな

らない。 

(投票及び開票 ) 

第 16 条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要

な事項は、公職選挙法 (昭和 25 年法律第 100 号)、公職選挙法施行令(昭和

25 年政令第 89 号)及び公職選挙法施行規則 (昭和 25 年総理府令第 13 号)並

びに広島市公職選挙事務取扱規程 (昭和 55 年広島市選挙管理委員会告示第

17 号)の規定の例による。 

(委任規定 ) 

第 17 条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附  則  

この条例は、平成 15 年 9 月 1 日から施行する。 

附  則 (平成 15 年 10 月 2 日条例第 53 号) 

1 この条例は、平成 15 年 12 月 1 日から施行する。ただし、第 4 条の改正規

定は、公布の日から施行する。 

2 改正後の第 4 条の規定は、同条の規定による投票資格者名簿の登録で当該

登録に係る資格の決定の基準となる日がこの条例の公布の日以後であるも

のについて適用する。 

3 改正後の第 10 条の規定は、この条例の施行の日以後広島市住民投票条例

第 7 条第 2 項の投票日が告示される住民投票について適用する。 
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 苫小牧市総合政策部政策推進室 

市民自治推進課 

 

〒053-8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号 

電 話 0144-32-6025 

ＦＡＸ 0144-34-7110 

e-mail siminjiti@city.tomakomai.hokkaido.jp 


